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甲南大学同窓会	 会則 
昭和 32年 10月 20日制定 
平成 23年 11月 27日改正 
平成 27年 6月 27日改正 

第１章	 	 	 総則 
第１条	 （名称） 

本会は、甲南大学同窓会と称する。 
第２条	 （所在） 
	 	 	 本会は、その事務所を、神戸市東灘区住吉本町 2丁目 29番 15号甲南学園平生
記念館内に置く。 

第３条	 （目的） 
	 	 	 本会は、会員相互の親睦を通じ学校法人甲南学園（以下「甲南学園」という。）

および会員相互の発展に寄与することを目的とする。 
第４条	 （事業） 

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
①	 会員相互の親睦を向上させる事業 
②	 甲南学園との連携・連絡・親和をはかる事業 
③	 甲南学園の各種同窓会のうち、本会が支援を決定した会への支援事業 

	 	 	 	 ④	 その他、本会の目的を達成するために必要な事業 
第２章	 	 	 会員 

第５条	 （会員の種類） 
	 	 	 本会の会員の種類は以下のとおりとする。 
	 	 	 	 ①	 正会員 
	 	 	 	 ②	 学生会員 
	 	 	 	 ③	 客員 
第６条	 （会員の入会資格） 
	 １	 正会員の入会資格は、以下のとおりとする。 
	 	 	 	 ①	 甲南大学学部卒業生（所定の単位を取得して退学した者を含む。） 

�  甲南大学大学院修了生（所定の単位を取得して退学した者を含む。） 
③	 甲南大学または甲南大学大学院に在籍した者で理事会の承認を得た者 

	 ２	 学生会員の入会資格は、以下のとおりとする。 
	 	 	 	 ①	 甲南大学学部学生 
	 	 	 	 ②	 甲南大学学部卒業生以外の大学院生 
	 ３	 客員の入会資格は、以下のとおりとする。 
	 	 	 	 ①	 甲南学園の教職員 
	 	 	 	 ②	 甲南学園の教職員であった者 
	 	 	 	 ③	 正会員の資格、学生会員の資格および前２号に該当しない者の中で甲南

学園に功労のあった者 
第７条	 （入会） 
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	 １	 正会員は、前条のいずれかの資格を取得したときに入会する。 
２	 正会員は、本会が定める本会の入会金および将来の会費を支払わなければなら

ない。 
	 ３	 学生会員は、将来の正会員の入会金を支払い、将来の正会員の会費を支払うこ

とを約したときに入会する。 
	 ４	 客員は、理事会の承認を得て会長が委嘱したときに入会する。 
第８条	 （退会） 
	 １	 会員は、以下の事項の一により退会する。 
	 	 	 	 ①	 会員が本会に対し退会を申出たとき 
	 	 	 	 ②	 理事会において決議されたとき 
	 	 	 	 ③	 当該会員が死亡し、または、失踪宣告を受けたとき 
	 ２	 会員が退会した場合においても、本会入会費および会費は返還されない。 
 
第９条	 （届出） 
	 	 	 会員は、氏名、住所、電話番号、職業または進学先等、本会に届けている事項

について異動が生じたときは、直ちにその旨を本会に届け出なければならない。 
第３章	 	 	 組織 
第１款	 総会 

第１０条	 （構成） 
総会は、すべての正会員をもって構成する。 

第１１条	 （総会の権限） 
	 	 	 総会は、以下の事項に関し決議することができる。 

①	 役員の選任または解任 
	 	 	 	 ②	 前年度の事業報告および会計報告の承認 
	 	 	 	 ③	 監査人による監査報告の承認 
	 	 	 	 ④	 予算および事業計画の承認 
	 	 	 	 ⑤	 本会則の変更 
	 	 	 	 ⑥	 解散および残余財産の処分 
	 	 	 	 ⑦	 その他本会則に定める付議事項 
第１２条	 （総会の開催） 
	 	 	 総会は、定時総会として毎事業年度に 1回（毎事業年度終了後 3か月以 

内までに）開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。 
第１３条	 （総会の招集） 
	 １	 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。 
	 ２	 前項に基づく総会の開催、開催時期および議題等は、理事会の承認を得て会長

が定める。 
	 ３	 監査人または正会員総数の１%以上の署名を集めた正会員は、議題を示して臨
時総会の開催要請を行うことができる。 
４	 前項の要請があったときは、理事会において、要請された議題を示した臨時総
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会の招集を決議しなければならず、その決議のもと会長は臨時総会を招集しなけ

ればならない。 
	 ５	 学生会員および客員は、議長の許可のもと総会を傍聴することができる。 
第１４条	 （総会の議長） 

総会の議長は会長または会長が指名する者、会長が欠席している場合は副会長

の互選により決定された者、その者も欠けるときは、総会出席者の互選によって

決定された者が行う。 
第１５条	 （総会の議決権） 

総会における議決権は、正会員１人につき１個とする。 
第１６条	 （総会の決議） 
	 １	 総会は、出席者をもって成立する。 
	 ２	 議事は、出席者の過半数をもって決する。 
第１７条	 （総会の議事録） 
１	 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 
	 ２	 議事録には、議長が記名押印しなければならない。 

第２款	 役員 
第１８条	 （役員の設置） 
	 １	 本会に、次の役員を置く。 
	 	 	 	 ①	 理	 事	 １５人以上２５人以内 
	 	 	 	 ②	 監査人	 ２人以内 
	 ２	 理事のうち１人を会長としなければならず、４人以内を副会長、１人を幹事長、

３人以内を副幹事長とすることができる。 
第１９条	 （理事の資格） 
	 	 	 理事は、遵法精神、奉仕の精神に溢れ、公私を混同せず、本会名義を悪用する

ことのない等、本会の理事たるに値する人格と見識と能力を有した者でなければ

ならない。 
第２０条	 （役員の選任） 
	 １	 理事および監査人は、総会の決議によって選任する。 
	 ２	 会長および副会長は理事の中から、理事会が選任する。 
３	 幹事長および副幹事長は、会長が理事の中から選任する。 
第２１条	 （理事の職務および権限） 
	 １	 理事は、理事会を構成し、本会則に定めるところにより、職務を執行する。 
	 ２	 会長は本会を代表し、その業務を執行する。 
	 ３	 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行し、会長から指示

があったときは職務を代理する。 
	 ４	 幹事長は本会の事務を統括し、また、会長からの委任のもと本会の業務を執行

することができる。 
	 ５	 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは職務を代行し、幹事長

から指示があったときは職務を代理する。 
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	 ６	 会長、副会長、幹事長および副幹事長は、毎事業年度に 4か月を超える間隔で
2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

第２２条	 （監査人の職務および権限） 
	 １	 監査人は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。 
	 ２	 監査人は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、本会の業

務および財産の状況の調査をすることができる。 
第２３条	 （本会と役員との関係） 
	 	 	 本会と役員との関係は、本会則に特別の規定がない限り、民法の委任に関する

規定に従う。 
第２４条	 （役員の任期） 
	 １	 理事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す

る定時総会の終結の時までとする。なお、諸般の事情を勘案し、再任を認めるこ

ともある。 
	 ２	 任期の途中で会長が退任した場合、理事も同時に退任する。 
	 ３	 監査人の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関

する定時総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。 
	 ４	 役員は任期終了後も、後任が選任されるまでの間はその職務を行う。 
	 ５	 役員が任期途中で退任したことにより、その役員のため新たに選任された役員

の任期は、前任者の残任期間とする。 
	 ６	 再任は１回のみとする。 
第２５条	 （役員の就任時年齢制限） 

役員の就任時の年齢を満 70歳未満とする。 
第２６条	 （役員の解任） 
	 １	 役員は、いつでも総会の決議によって解任することができる。 
	 ２	 前項の規定にかかわらず、理事が、第１９条記載の条件を充たさない場合には、

いつでも理事会の決議によって解任することができる。 
	 ３	 解任されようとする理事は前項の議決に加わることができない。 
	 ４	 解任された理事は、本会に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求するこ

とはできない。 
第２７条	 （役員の費用等） 
	 	 	 役員は無報酬とする。 

 
第３款	 理事会 

第２８条	 （理事会の構成） 
１	 本会に理事会を置く。 
２	 理事会は、すべての理事をもって構成する。 
第２９条	 （理事会の権限） 
	 	 	 	 ①	 本会の業務執行の決定 

②	 理事の職務の執行の監督 



5 
 

③	 会員の退会 
④	 各甲南会の認定 
⑤	 評議委員会の統括 

第３０条	 （理事会の招集） 
	 １	 理事会は幹事長が招集する。 
	 ２	 幹事長が欠けたとき、または、事故があるときは、副幹事長が理事会を招集し、

その者も欠けたとき、または、事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 
	 ３	 理事会の招集は原則として開催日の原則 1週間前までに書面、電子メールまた
は口頭によって行う。 

第３１条	 （理事会の議長） 
	 	 	 理事会の議長は幹事長がこれに当たる。ただし、幹事長が欠けたとき、または、

事故のあるときは、出席副幹事長の互選によって決定された者、その者も欠けた

ときは、理事会出席者の互選によって決定された者が行う。 
第３２条	 （理事会の決議） 
	 １	 理事会は、理事の過半数の出席で成立する。 
	 ２	 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。 
	 ３	 理事会は、必要により、監査人および専門家等の出席を要請し、意見を求める

ことができる。 
第３３条	 （理事会の報告の省略） 
１	 理事または監査人が理事および監査人の全員に対して理事会に報告すべき事項

を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。 
	 ２	 前項の規定は、第２１条第６項の規定による報告については、適用しない。 
第３４条	 （理事会の議事録） 
	 	 	 理事会の議事については、議事録を作成する。 
第３５条	 （理事会の開催） 
	 	 	 理事会の開催は、2ヶ月に 1回を原則とする。 
第３６条	 （理事会運営規則） 

理事会の運営に関する必要な事項は、本会則に定めるもののほか、理事会にお

いて定める理事会運営規程による。 
第４款	 部会 

第３７条	 （部会の設置） 
	 １	 本会の事業の円滑な推進を図るため、理事会の決議により部を設置することが

できる。 
	 ２	 部会の部会員は理事会において選任する。 
	 ３	 部会の任務、構成および運営に関する必要な事項は、理事会の決議により定め

る。 
第５款	 事務局 

第３８条	 （事務局の設置） 
	 １	 本会の事務を処理するために、事務局を設置する。 
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	 ２	 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。 
	 ３	 事務局長は、幹事長が理事会の承認を得て任免する。 
	 ４	 事務局長以外の職員は、幹事長が任免する。 
	 ５	 事務局長は、幹事長および各部長の指示により事務を処理する。 
	 ６	 事務職員は、事務局長の指示のもとに、事務を担当する。 
	 ７	 第２項記載の者は有給とする。 
	 ８	 事務局の組織および運営に関する必要な事項は、幹事長が理事会の決議により

定める。 
第６款	 評議委員会 

第３９条	 （評議委員会の設置） 
評議委員会については理事会が別途規程を設ける。 

第４章	 	 	 会計 
第４０条	 （経費） 
	 	 	 本会の経費は会費、寄付金および雑収入を以って充てる。 
第４１条	 （会費） 
	 	 	 会員の会費は別に定める。 
第４２条	 （事業年度） 
	 	 	 事業年度は毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終る。 
第４３条	 （事業計画および収支予算） 

本会の事業計画書および収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日

までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場

合も同様とする。 
第４４条	 （事業報告） 
１	 本会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を

作成し、監査人の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。 
	 	 	 	 ①	 事業報告 
	 	 	 	 ②	 事業報告の附属明細書 
	 	 	 	 ③	 貸借対照表 
	 	 	 	 ④	 損益計算書 
	 	 	 	 ⑤	 貸借対照表および損益計算書の附属明細書 
	 ２	 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号および第４号の書類について

は、定時総会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書

類については、承認を受けなければならない。 
	 ３	 第１項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5年間備え置くとともに、本
会則を主たる事務所に備え置く。 

第５章	 	 	 会則の変更および解散 
第４５条	 （会則の変更） 

本会則は、総会の決議によって変更することができる。 
第４６条	 （解散） 
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	 	 	 本会は、総会の決議により解散する。 
第４７条	 （残余財産の帰属） 
	 	 	 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て分配され

る。 
第６章	 	 補足 

第４８条	 （委任） 
	 	 	 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議

により別に定める。 
付則 
１	 この会則は、制定の日から施行する。 
２	 平成 23年 11月 27日改正会則は、平成 24年 1月 1日から施行する。 
３	 この改正会則は、平成 28年 4月 1日から施行する。 


